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○国立大学法人上越教育大学科学研究費補助金等経理事務取扱細

則

（平成16年４月１日細則第15号）

最終改正 令和３年２月３日細則第１号

（趣旨）

第１条 国立大学法人上越教育大学（以下「本法人」という。）における科学研究費補助

金及び他の団体に採択された補助金等（以下「補助金等」という。）の経理については，

科学研究費補助金取扱規程（昭和40年文部省告示第110号）その他の法令又はこれに基

づく別段の定めがある場合を除くほか，この細則の定めるところによる。

（経理の委任）

第２条 学長は，補助金等の交付を受けたときは，その経理を財務課長に委任するものと

する。

２ 研究代表者又は研究分担者（以下「研究代表者等」という。）は，補助金等の交付を

受けたときは，その経理を財務課長に委任するものとする。

（経理担当者及び経理事務）

第３条 補助金等の経理事務の取扱いは，この細則に定めるもののほか，国立大学法人上

越教育大学会計規則（平成16年規則第16号）の規定に準ずるものとする。

２ 財務課長は，補助金等の経理事務を行うに当たり，別記第１号様式の科学研究費補助

金等収支簿を備え，収支の内容を明確にしておかなければならない。

（預託機関及び登録印鑑）

第４条 財務課長は，第２条の規定により経理の委任を受けた補助金等を直ちに学長の指

定する金融機関に預託しなければならない。

（設備等の寄附）

第５条 研究代表者等は，補助金等により設備・備品又は図書を取得したときは，本法人

に寄附しなければならない。

２ 前項の寄附は，納品検収したときをもって本法人に寄附したものとする。ただし，直

ちに寄附することが当該研究に支障を来す場合は，国立大学法人上越教育大学固定資産

等管理規程（平成16年規程第63号）第14条に規定する取得請求の際に寄附延期の理由書

を提出するものとする。

（補助金等の立替使用)

第６条 研究代表者等は，研究計画遂行上，補助金等の交付前に当該研究に係る旅行の実

施又は設備・備品の発注等を行う必要があるときは，交付内定のあった日から又は前年

度に引き続き当該年度に継続を受けた場合には４月１日から補助金等の交付を受ける日

までの間，別に定めるところにより，本法人の資金を立替使用することができる。

（その他）

第７条 この細則に定めるもののほか，この細則の実施に関し必要な事項は，学長が別に

定める。

附 則
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この細則は，平成16年４月１日から施行する。

附 則（平成18年細則第８号（平成18年３月31日））

この細則は，平成18年４月１日から施行する。

附 則（平成19年細則第21号（平成19年４月１日））

この細則は，平成19年４月１日から施行する。

附 則（平成22年細則第13号（平成22年３月30日））

この細則は，平成22年４月１日から施行する。

附 則（平成25年細則第８号（平成25年３月22日））

この細則は，平成25年４月１日から施行する。

附 則（平成26年細則第20号（平成26年３月28日））

この細則は，平成26年４月１日から施行する。

附 則（令和３年細則第１号（令和３年２月３日））

この細則は，令和３年４月１日から施行する。
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別記第１号様式（第３条関係）

年度科学研究費補助金等 研究代表者又は分担者の氏名

（ ）収支簿 経理担当者の所属・職・氏名 研究課題名

交付決定額

うち 直接経費
課 題 番 号

間接経費

月 日
摘 要

収 入 支 出 残 額
支 出 費 目 備 考

費 目 内 訳 物品費 旅 費 謝金等 その他 伝票番号 支払先 その他


